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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収層及び防漏層を備えた生理用ナプキンであって、
　前記吸収層における肌当接面側には、平面視で、幅方向左側、幅方向右側、長手方向前
側及び長手方向後側にそれぞれ左溝、右溝、前溝及び後溝が設けられており、
　前記左溝及び前記右溝は、それぞれ幅方向外側に凸に湾曲しており、前記前溝及び前記
後溝は、それぞれ長手方向外側に凸に湾曲しており、
　前記左溝と前記前溝、該左溝と前記後溝、前記右溝と該前溝、及び該右溝と該後溝は、
それぞれ分離しており、前記左溝の前端部及び前記右溝の前端部は、前記前溝の後端部よ
りも長手方向前側に位置しており、前記左溝の後端部及び前記右溝の後端部は、前記後溝
の前端部よりも長手方向後側に位置しており、
　前記左溝の前端部及び前記右溝の前端部は、それぞれ前記前溝の左後端部及び該前溝の
右後端部に対し、前側に且つ幅方向内側に位置しており、前記左溝の後端部及び前記右溝
の後端部は、それぞれ前記後溝の左前端部及び該後溝の右前端部に対し、後側に且つ幅方
向内側に位置しており、
　前記左溝及び前記右溝の形状は、それぞれ、前記吸収層の長手方向に延びる中心線及び
幅方向に延びる中心線それぞれに対して線対称となっており、前記前溝及び前記後溝の形
状は、それぞれ、前記吸収層の長手方向に延びる中心線に対して線対称となっており、
　前記前溝及び前記後溝それぞれの長手方向の長さは１０～６０ｍｍであり、前記前溝及
び前記後溝それぞれの幅方向最大間隔は２０～７０ｍｍであり、前記前溝における左後端
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部と右後端部との幅方向間隔及び前記後溝における左前端部と右前端部との幅方向間隔そ
れぞれは１５～６０ｍｍであり、
　前記前溝及び前記後溝それぞれの先端の幅は０．０１～５ｍｍであり、前記左溝及び前
記右溝それぞれの先端の幅は０．０１～５ｍｍであり、
　前記生理用ナプキンは、使用前においては、前記左溝及び前記右溝それぞれと前記前溝
との境界線近傍、及び前記左溝及び前記右溝それぞれと前記後溝との境界線近傍を折り線
として、３つ折りに折り畳まれている生理用ナプキン。
【請求項２】
　前記左溝の前端部の内周縁と前記右溝の前端部の内周縁との幅方向間隔は、１０～４０
ｍｍであり、前記左溝の後端部の内周縁と前記右溝の後端部の内周縁との幅方向間隔は、
１０～４０ｍｍである請求項１記載の生理用ナプキン。
【請求項３】
　前記吸収層は、液透過性の表面シート及び液保持性の吸収体を備えており、
　前記吸収体の厚みは、平面視で前記左溝と前記右溝とに幅方向に挟まれた領域において
３～３０ｍｍである請求項１又は２に記載の生理用ナプキン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生理用ナプキン、失禁パッド等の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸収性物品においては、液透過性の表面シート及び液保持性の吸収体からなる吸
収層の肌当接面側における左側、右側、前側及び後側に、それぞれ離間した湾曲形状のエ
ンボス溝を設けたものがある。
　例えば、下記特許文献１記載の吸収性物品においては、吸収層の肌当接面側における左
側及び右側にそれぞれ幅方向外側に又は幅方向内側に凸に湾曲したエンボス溝が設けられ
、前側及び後側にそれぞれ長手方向外側に凸に湾曲したエンボス溝が設けられている。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２２５４８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１記載の吸収性物品においては、左側の溝と前側の溝及び後側の溝そ
れぞれとの間、並びに右側の溝と前側の溝及び後側の溝それぞれとの間が大きく離間して
おり、幅方向に漏れが生じ易い。また、このように離間した形状を有している結果、装着
時において、吸収層の面形状が不安定である。例えば、吸収層の肌当接面側は、場合によ
って、前側の溝又は後側の溝によって過度の形状変化が抑えられなくなるため、左側の溝
と右側の溝との間で吸収性物品が折れ易く、着用者側に隆起したり、着用者側から離間す
るように凹んだり、波を打ったりする。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、吸収層の肌当接面側に設けられた溝による幅方向の防漏性に
優れると共に、装着時における吸収層の面形状の安定性が高い吸収性物品を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、吸収層及び防漏層を備えた吸収性物品であって、前記吸収層における肌当接
面側には、平面視で、幅方向左側、幅方向右側、長手方向前側及び長手方向後側にそれぞ
れ左溝、右溝、前溝及び後溝が設けられており、前記左溝及び前記右溝は、それぞれ幅方
向外側に凸に湾曲しており、前記前溝及び前記後溝は、それぞれ長手方向外側に凸に湾曲
しており、前記左溝と前記前溝、該左溝と前記後溝、前記右溝と該前溝、及び該右溝と該
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後溝は、それぞれ分離しており、前記左溝の前端部及び前記右溝の前端部は、前記前溝の
後端部よりも長手方向前側に位置しており、前記左溝の後端部及び前記右溝の後端部は、
前記後溝の前端部よりも長手方向後側に位置している吸収性物品を提供することにより、
上記目的を達成したものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の吸収性物品によれば、吸収層の肌当接面側に設けられた溝による幅方向の防漏
性に優れると共に、装着時における吸収層の面形状の安定性が高い。また、装着者の股下
部形状に則した形状が得られやすい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、本発明の吸収性物品の好ましい一実施形態（第１実施形態）について、図面を
参照しながら説明する。
　第１実施形態の吸収性物品は、図１～図３に示すように、液保持性の吸収層１０及び液
不透過性又は液難透過性の防漏層１１を備えた実質的に縦長の生理用ナプキン１である。
吸収層１０は、液透過性の表面シート２と液保持性の吸収体４とからなる。防漏層１１は
、液不透過性又は液難透過性の裏面シート３からなる。
【０００９】
　吸収層１０における肌当接面側には、平面視で、幅方向左側、幅方向右側、長手方向前
側及び長手方向後側にそれぞれ左溝５１、右溝５２、前溝５３及び後溝５４が設けられて
いる。
　尚、「平面視」とは、吸収性物品を引き伸ばした状態で肌当接面側から視ることをいう
。「長手方向」及び「幅方向」というときは、特に明記のない限り、それぞれ「吸収性物
品の長手方向」及び「吸収性物品の幅方向」を意味する。「前側」とは、装着時において
着用者の前側に位置する側をいう。
【００１０】
　生理用ナプキン１は、長手方向に前方部Ａ、排泄部対向部Ｂ（着用者の排泄部に対向配
置される排泄部対向領域を幅方向中央に有する部分）及び後方部Ｃに区分されている。
　左溝５１及び右溝５２は、その大部分が排泄部対向部Ｂに位置している。前溝５３は、
その大部分が前方部Ａに位置している。後溝５４は、その大部分が後方部Ｃに位置してい
る。
【００１１】
　溝５（左溝５１、右溝５２、前溝５３及び後溝５４に共通する説明をする際には、「溝
５」の表現を用いる）は、吸収層１０の肌当接面側に、例えば、ヒートシール加工、超音
波シール加工等のシール加工を施すことにより形成される。本実施形態における溝５は、
ヒートシール加工によるエンボス溝である。
【００１２】
　左溝５１及び右溝５２は、それぞれ幅方向外側に凸に湾曲しており、１個の頂点を有す
る略楕円弧状である。左溝５１及び右溝５２の形状は、吸収層１０の長手方向に延びる中
心線及び幅方向に延びる中心線それぞれに対して略線対称となっている。
　左溝５１の内周縁の長手方向に沿う長さ（最短距離）Ｌ１〔図２（ａ）参照〕及び右溝
５２の内周縁の長手方向に沿う長さ（図示省略）は、ショーツに生理用ナプキンを取り付
ける位置の違い及び個々人の体型による排泄位置の違いを許容し、排泄された液を吸収す
る観点から、好ましくは３０～１１０ｍｍ、更に好ましくは６０～８０ｍｍである。
【００１３】
　左溝５１の内周縁と右溝５２の内周縁との幅方向最大間隔Ｗ１〔図２（ｂ）参照〕は、
着用者の股間部にフィットするように隆起し、左溝溝５１と右溝５２とで囲まれた領域の
面形状を安定させる観点から、好ましくは２０～６０ｍｍ、更に好ましくは４０～５０ｍ
ｍである。
【００１４】
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　左溝５１の前端部５１Ａの内周縁と右溝５２の前端部５２Ａの内周縁との幅方向間隔Ｗ
２〔図２（ｂ）参照〕は、吸収された液を左溝５１と右溝５２との間に閉じ込めず、吸収
体４を有効に利用すると共に、液の拡散を制御する観点から、好ましくは１０～４０ｍｍ
、更に好ましくは１５～３０ｍｍである。この間隔Ｗ２の好ましい範囲は、左溝５１の後
端部５１Ｂの内周縁と右溝５２の後端部５２Ｂの内周縁との幅方向間隔（図示省略）にも
適用される。
【００１５】
　前溝５３及び後溝５４は、それぞれ長手方向外側に凸に湾曲しており、３個の頂点を有
する略円弧状である。前溝５３及び後溝５４の形状は、吸収層１０の長手方向に延びる中
心線及び幅方向に延びる中心線それぞれに対して略線対称となっている。
【００１６】
　前溝５３の内周縁の長手方向に沿う長さＬ２〔図２（ａ）参照〕及び後溝５４の内周縁
の長手方向に沿う長さ（図示省略）は、長手方向の液の拡散を制御し、生理用ナプキンに
おける左溝５１と右溝５２で囲まれる領域での面形状を安定させる観点から、好ましくは
１０～６０ｍｍ、更に好ましくは２０～４０ｍｍである。
　前溝５３の内周縁の幅方向最大間隔Ｗ３〔図２（ｂ）参照〕は、吸収体４を有効利用し
、モレを防止する観点から、好ましくは２０～７０ｍｍ、更に好ましくは３０～５０ｍｍ
である。この間隔Ｗ３の好ましい範囲は、後溝５４の内周縁の幅方向最大間隔Ｗ３〔図２
（ｂ）参照〕にも適用される。
【００１７】
　前溝５３における左後端部５３Ａの内周縁と右後端部５３Ｂの内周縁との幅方向間隔（
図示省略）は、モレの防止と幅方向折り線の形成しやすさ、即ち個装形状の安定性（加工
性および形状の美観）の観点から、好ましくは１５～６０ｍｍ、更に好ましくは２０～４
０ｍｍである。この幅方向間隔の好ましい範囲は、後溝５４における左前端部５４Ａの内
周縁と右前端部５４Ｂの内周縁との幅方向間隔Ｗ４〔図２（ｂ）参照〕にも適用される。
なお、個装形態での折り線は、左溝５１および右溝５２が幅方向外側に凸に湾曲して形成
されているため、生理用ナプキンの装着時には、左溝５１と右溝５２に囲まれる領域が着
用者の身体側へ盛り上がることによって、略消失した状態となる。
【００１８】
　左溝５１と前溝５３、左溝５１と後溝５４、右溝５２と前溝５３、右溝５２と後溝５４
は、それぞれ分離している。「分離している」とは、平面視で繋がっていないことを意味
する。
【００１９】
　左溝５１の前端部５１Ａ及び右溝５２の前端部５２Ａは、前溝５３の後端部５３Ａ，５
３Ｂよりも長手方向前側に位置している。詳述すると、左溝５１の前端部５１Ａ及び右溝
５２の前端部５２Ａは、それぞれ前溝５３の左後端部５３Ａ及び前溝５３の右後端部５３
Ｂに対し、前側に且つ幅方向内側に位置している。
　左溝５１の後端部５１Ｂ及び右溝５２の後端部５２Ｂは、後溝５４の前端部５４Ａ，５
４Ｂよりも長手方向後側に位置している。詳述すると、左溝５１の後端部５１Ｂ及び右溝
５２の後端部５２Ｂは、それぞれ後溝５４の左前端部５４Ａ及び後溝５４の右前端部５４
Ｂに対し、後側に且つ幅方向内側に位置している。
【００２０】
　左溝５１の前端部５１Ａの外周縁と前溝５３の左後端部５３Ａの外周縁との幅方向に重
なる長さ（長手方向に沿う長さ）Ｌ３〔図２（ｂ）参照〕は、モレの防止と幅方向折り線
の形成しやすさの観点から、好ましくは１～１０ｍｍ、更に好ましくは３～７ｍｍである
。この長さＬ３の好ましい範囲は、右溝５２の前端部５２Ａの外周縁と前溝５３の右後端
部５３Ｂの外周縁との幅方向に重なる長さ（図示省略）、左溝５１の後端部５１Ｂの外周
縁と後溝５４の左前端部５４Ａの外周縁との幅方向に重なる長さ（図示省略）、右溝５２
の後端部５２Ｂの外周縁と後溝５４の右前端部５４Ｂの外周縁との幅方向に重なる長さ（
図示省略）にもそれぞれ適用される。
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【００２１】
　右溝５２の外周縁と前溝５３の右後端部５３Ｂとの間隔（最短距離）Ｌ４〔図２（ｂ）
参照〕は、好ましくは１～１０ｍｍ、更に好ましくは３～６ｍｍである。この間隔Ｌ４の
好ましい範囲は、左溝５１の外周縁と前溝５３の左後端部５３Ａとの間隔（図示省略）、
左溝５１の外周縁と後溝５４の左前端部５４Ａとの間隔（図示省略）、右溝５２の外周縁
と後溝５４の右前端部５４Ｂとの間隔（図示省略）にもそれぞれ適用される。
【００２２】
　前溝５３の左後端部５３Ａ及び右後端部５３Ｂ並びに後溝５４の左前端部５４Ａ及び右
前端部５４Ｂそれぞれの先端の幅は、０．０１～５ｍｍであることが好ましい。左溝５１
の前端部５１Ａ及び後端部５１Ｂ並びに右溝５２の前端部５２Ａ及び後端部５２Ｂそれぞ
れの先端の幅は、０．０１～５ｍｍであることが好ましい。
　また、前溝５３の左後端部５３Ａ及び右後端部５３Ｂ並びに後溝５４の左前端部５４Ａ
及び右前端部５４Ｂそれぞれの先端の幅は、左溝５１の前端部５１Ａ及び後端部５１Ｂ並
びに右溝５２の前端部５２Ａ及び後端部５２Ｂの先端の幅よりも広いことが好ましい。左
溝５１の前端部５１Ａ及び後端部５１Ｂ並びに右溝５２の前端部５２Ａ及び後端部５２Ｂ
は、先細り形状であることが好ましい。
【００２３】
　表面シート２及び裏面シート３の形成材料としては、従来の吸収性物品等において用い
られている各種のシート材料を特に制限なく用いることができる。
【００２４】
　吸収体４のパルプ材料としては、従来の吸収性物品等において用いられている各種のパ
ルプ材料を用いることができ、特に針葉樹パルプ、化学処理された合成パルプ、セルロー
ストウのような長繊維が好ましい。また、吸収体４の形成材料として、パルプ材料の他に
、高分子吸収ポリマー、ポリエステルやポリプロピレン製の合成繊維、熱融着性繊維、レ
ーヨンを用いることもできる。吸収体４の形成材料として、パルプ材料及びその他の前記
材料を混合して用いることも好ましい。
【００２５】
　吸収体４の厚みは、平面視で左溝５１と右溝５２とに幅方向に挟まれた領域において、
好ましくは３～３０ｍｍ、更に好ましくは５～１５ｍｍである。吸収体４の厚みがこのよ
うな範囲であると、装着時に左溝５１と右溝５２に囲まれた領域を着用者の身体側へ盛り
上げ易い点から好ましい。
　吸収体４の坪量は、吸収体４の柔軟性を確保する観点から、好ましくは２００～８００
ｇ／ｍ2、更に好ましくは３００～６００ｇ／ｍ2である。
【００２６】
　吸収層１０においては、図３に示すように、表面シート２と吸収体４とは、溝５（左溝
５１、右溝５２、前溝５３、後溝５４）により接合されている。溝５は、厚み方向に吸収
体４の非肌当接面側近傍にまで深く延びて形成されている。そのため、排泄された体液が
多量であっても、体液は、溝５で一旦止められ、溝５を通って吸収体４に移動することが
できる。
【００２７】
　吸収体４の両側部の肌当接面側及び非肌当接面側は、図３に示すように、吸収体４の両
側縁で折り返された一対の撥水性の内部シート７により被覆されている。更に、表面シー
ト２の両側部は、吸収体４の非肌当接面側に折り返され、内部シート７を被覆している。
　内部シート７は、従来の吸収性物品等において用いられている各種の撥水性を有するシ
ート材料を用いることができ、特にポリエチレンシート、ポリエチレンラミネート紙、Ｓ
ＭＳ不織布が好ましい。
【００２８】
　吸収体４における平面視で左溝５１と右溝５２とに幅方向に挟まれた領域は、装着前に
おいては隆起していないが、装着時においては、生理用ナプキン１が幅方向から圧縮力を
受けると、着用者の肌方向へ向って隆起する隆起部となる。このような隆起部は、装着時
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に、着用者の排泄部に当接する。表面シート２における平面視で左溝５１と右溝５２とに
幅方向に挟まされた領域には、排泄された体液の透過性を良好にする観点から、複数の孔
が設けられていることが好ましい。
【００２９】
　左溝５１、右溝５２、前溝５３及び後溝５４の幅方向外側には、幅方向内側に凸に湾曲
した一対のサイド溝６，６が設けられている。サイド溝６，６は、溝５と同様の方法で形
成されている。サイド溝６は、全体として、生理用ナプキン１の長手方向に沿って延びて
いる。サイド溝６の長手方向に沿う長さは、前溝５３の最前端と後溝５４の最後端との距
離とほぼ同じかそれよりも長いことが好ましい。サイド溝６は、図３に示すように、厚み
方向に吸収体４の中程まで延びている。
【００３０】
　吸収体４の両側部の肌当接面側においては、表面シート２と吸収体４とが内部シート７
を介してサイド溝６により接合されている。吸収体４の両側部の非肌当接面側においては
、吸収体４の非肌当接面側と内部シート７とが接着剤により接合されている。
【００３１】
　吸収体４の非肌当接面側には、裏面シート３が配されており、吸収体４の両側部の非肌
当接面側には更に撥水性の内部シート７が配されているため、吸収体４に吸収された体液
の防漏性が向上している。
　表面シート２における折り返された両側部は、肌当接面側においては接着剤により内部
シート７に接合されており、非肌当接面側においては接着剤により裏面シート３に接合さ
れている。
【００３２】
　表面シート２及び裏面シート３の長手方向両端部は、それぞれ吸収体４の長手方向両側
縁から延出し、ヒートシール等の公知の接合方法により接合されている。
　裏面シート３の非肌当接面側（外面）には、生理用ナプキン１を着用者のショーツ等に
固定するためのズレ止め剤（図示せず）が設けられている。ズレ止め剤は、剥離紙（図示
せず）によって被覆されており、未使用時には保護されている。
【００３３】
　本実施形態の生理用ナプキン１は、使用前においては、前方部Ａと排泄部対向部Ｂとの
境界線近傍、及び排泄部対向部Ｂと後方部Ｃとの境界線近傍を折り線として、図４に示す
ように、３つ折りに折り畳まれている。使用する際には、タブテープ８が外され、折り畳
まれている前方部Ａ及び後方部Ｃそれぞれが長手方向外側に開かれる。
【００３４】
　本実施形態の生理用ナプキン１は、ショーツ等の股下部内側に固定して着用される。生
理用ナプキン１の排泄部対向部Ｂにおける表面シート２は、着用者の排泄部に当接する。
この際、生理用ナプキン１は、着用者の両太ももの付け根内側により左右から幅方向内側
へ圧縮力を受ける。なお、本発明でいう「凸に湾曲する」は、曲線状の凸に変形する場合
に限らず、直線（多角形）状の凸に変形する場合も含む。
【００３５】
　次に、本実施形態の生理用ナプキン１の効果について説明する。本実施形態の生理用ナ
プキン１においては、左溝５１と前溝５３、左溝５１と後溝５４、右溝５２と前溝５３、
右溝５２と後溝５４は、それぞれ分離しており、左溝５１の前端部５１Ａ及び右溝５２の
前端部５２Ａは、前溝５３の後端部５３Ａ，５３Ｂよりも長手方向前側に位置しており、
左溝５１の後端部５１Ｂ及び右溝５２の後端部５２Ｂは、後溝５４の前端部５４Ａ，５４
Ｂよりも長手方向後側に位置している。そのため、吸収層１０の肌当接面側に設けられた
溝５による幅方向の防漏性は十分に確保される。また、装着時における吸収層１０の面形
状の安定性が高い。
【００３６】
　詳述すると、左溝５１の前端部５１Ａ及び右溝５２の前端部５２Ａは、それぞれ前溝５
３の左後端部５３Ａ及び前溝５３の右後端部５３Ｂに対し、前側に且つ幅方向内側に位置
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しており、左溝５１の後端部５１Ｂ及び右溝５２の後端部５２Ｂは、それぞれ後溝５４の
左前端部５４Ａ及び後溝５４の右前端部５４Ｂに対し、後側に且つ幅方向内側に位置して
いる。
【００３７】
　そのため、第１実施形態の生理用ナプキン１によれば、装着時において、吸収層１０は
、左右から幅方向内側へ圧縮力を受けると、左溝５１を前端部５１Ａ側に仮想的に延長し
た線と右溝５２を前端部５２Ａ側に仮想的に延長した線からなる略Ｖ字状の折り線（図示
省略）、及び左溝５１を後端部５１Ｂ側に仮想的に延長した線と右溝５２を後端部５２Ｂ
側に仮想的に延長した線とからなる略Ｖ字状の折り線Ｓ１〔図２（ａ）参照〕を可撓軸と
して着用者の肌側へ向って隆起する。
【００３８】
　従って、第１実施形態の生理用ナプキン１においては、図５に示すように、吸収層１０
の厚みの程度に拘わらず、吸収層１０が安定して隆起して、着用者の排泄部Ｍにフィット
し、着用者の排泄部Ｍを被覆する。しかも、吸収層１０における平面視で左溝５１と右溝
５２とに幅方向に挟まされた領域は、その面形状の安定性が高められており、装着中にお
いて、その隆起した形状が安定的に維持される。
　また、図５で示される幅方向中央における長手方向に沿う断面形状は上述した通りであ
るが、図２（ｂ）に示す右溝５２の外周縁と前溝５３の右後端部５３Ｂとの隙間（他の同
様の隙間も含む）付近での長手方向に沿う断面では、生理用ナプキン１は、上述の溝と溝
との隙間によって、図５に示される吸収層１０と着用者の排泄部Ｍとの分離形状がなくな
るように着用者の排泄部Ｍにフィットしている。
【００３９】
　また、左溝５１及び右溝５２よりも幅方向外側に、それぞれ一対のサイド溝６，６が設
けられているため、生理用ナプキン１が局部的に幅方向からの圧縮力を受けた場合にも、
圧縮力がサイド溝６の長手方向全体に分散し、幅方向外側に凸に湾曲している左溝及び右
溝５２へ伝搬することにより、吸収層１０は安定的に隆起する。そのため、幅方向内側へ
の圧縮力が左右均等でなくても、吸収層１０は着用者の肌側へ向って良好に隆起する。
【００４０】
　次に、本発明の吸収性物品の第２実施形態の生理用ナプキンについて説明する。第２実
施形態については、第１実施形態とは異なる点を中心に説明し、同じ点については説明を
省略する。従って、第２実施形態については、第１実施形態の説明が適宜適用される。
【００４１】
　第２実施形態の生理用ナプキン１は、図６に示すように、第１実施形態に比して、前溝
５３の左後端部５３Ａと左溝５１の前端部５１Ａとの位置関係、前溝５３の右後端部５３
Ｂと右溝５２の前端部５２Ａとの位置関係、後溝５４の左前端部５４Ａと左溝５１の後端
部５１Ｂとの位置関係、及び後溝５４の右前端部５４Ｂと右溝５２の後端部５２Ｂとの位
置関係が異なるが、その他の構成については同様である。
【００４２】
　具体的には、第２実施形態の生理用ナプキン１においては、図６に示すように、前溝５
３の左後端部５３Ａ及び前溝５３の右後端部５３Ｂは、それぞれ左溝５１の前端部５１Ａ
及び右溝５２の前端部５２Ａに対し、後側に且つ幅方向内側に位置している。また、後溝
５４の左前端部５４Ａ及び後溝５４の右前端部５４Ｂは、それぞれ左溝５１の後端部５１
Ｂ及び右溝５２の後端部５２Ｂに対し、前側に且つ幅方向内側に位置している。
【００４３】
　前溝５３における左後端部５３Ａと右後端部５３Ｂとの幅方向間隔（図示省略）は、吸
収された液を左溝５１と右溝５２との間に閉じ込めず、吸収体４を有効に利用すると共に
、液の拡散を制御する観点から、好ましくは１０～４０ｍｍ、更に好ましくは１５～３０
ｍｍである。この間隔の好ましい範囲は、後溝５４における左前端部５４Ａと右前端部５
４Ｂとの幅方向間隔Ｗ４〔図６（ｂ）参照〕にも適用される。
【００４４】



(8) JP 4757039 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

　左溝５１の前端部５１Ａの内周縁と右溝５２の前端部５２Ａの内周縁との幅方向間隔Ｗ
２〔図６（ｂ）参照〕は、モレの防止と幅方向折り線の形成しやすさ、即ち個装形状の安
定性（加工性および形状の美観）の観点から、好ましくは１５～５０ｍｍ、更に好ましく
は２０～４０ｍｍである。この間隔Ｗ２の好ましい範囲は、左溝５１の後端部５１Ｂの内
周縁と右溝５２の後端部５２Ｂの内周縁との幅方向間隔（図示省略）にも適用される。
【００４５】
　前溝５３の外周縁と右溝５２の前端部５２Ａとの間隔（最短距離）Ｌ４〔図６（ｂ）参
照〕は、幅方向折り線の形成しやすさの観点から、好ましくは１～１０ｍｍ、更に好まし
くは３～６ｍｍである。この間隔Ｌ４の好ましい範囲は、前溝５３の外周縁と左溝５１の
前端部５１Ａとの間隔（図示省略）、後溝５４の外周縁と左溝５１の後端部５１Ｂとの間
隔（図示省略）、後溝５４の外周縁と右溝５２の後端部５２Ｂとの間隔（図示省略）にも
それぞれ適用される。
【００４６】
　前溝５３の左後端部５３Ａ及び右後端部５３Ｂ並びに後溝５４の左前端部５４Ａ及び右
前端部５４Ｂそれぞれの先端の幅は、左溝５１の前端部５１Ａ及び後端部５１Ｂ並びに右
溝５２の前端部５２Ａ及び後端部５２Ｂの先端の幅よりも狭いことが好ましい。前溝５３
の左後端部５３Ａ及び右後端部５３Ｂ並びに後溝５４の左前端部５４Ａ及び右前端部５４
Ｂは、先細り形状であることが好ましい。
　その他、第１実施形態における各長さＬ１～Ｌ３並びに間隔Ｗ１及びＷ３の好ましい範
囲は、第２実施形態における対応する各長さＬ１～Ｌ３並びに間隔Ｗ１及びＷ３にもそれ
ぞれ適用される。
【００４７】
　第２実施形態の生理用ナプキン１においては、前溝５３の左後端部５３Ａ及び前溝５３
の右後端部５３Ｂは、それぞれ左溝５１の前端部５１Ａ及び右溝５２の前端部５２Ａに対
し、後側に且つ幅方向内側に位置しており、後溝５４の左前端部５４Ａ及び後溝５４の右
前端部５４Ｂは、それぞれ左溝５１の後端部５１Ｂ及び右溝５２の後端部５２Ｂに対し、
前側に且つ幅方向内側に位置している。
【００４８】
　そのため、第２実施形態の生理用ナプキン１によれば、装着時において、吸収層１０は
、左右から幅方向内側へ圧縮力を受けると、前溝５３に包囲された領域及び後溝５４に包
囲された領域が、前溝５３を左後端部５３Ａ側に仮想的に延長した線と前溝５３を右後端
部５３Ｂ側に仮想的に延長した線からなる略Ｖ字状の折り線Ｓ２〔図６（ａ）参照〕、及
び後溝５４を左前端部５４Ａ側に仮想的に延長した線と後溝５４を右前端部５４Ｂ側に仮
想的に延長した線とからなる略Ｖ字状の折り線Ｓ２〔図６（ａ）参照〕を可撓軸として、
それぞれ着用者の肌側へ向って隆起する。一方で、吸収層１０における平面視で左溝５１
と右溝５２とに幅方向に挟まれた領域は、非肌当接面側に向けて凸に変形する。その結果
、第２実施形態の生理用ナプキン１は、装着時において、全体として非肌当接面側に滑ら
かに湾曲した形状となる。
【００４９】
　従来の生理用ナプキン１においては、図７（ａ）に示すように、装着時において、湾曲
した着用者の排泄部Ｍに対し、隙間〔一点鎖線で包囲して示す〕が生じ易かった。これに
対し、第２実施形態の生理用ナプキン１は、図７（ｂ）に示すように、装着時において、
湾曲した着用者の排泄部Ｍに対し、隙間が生じ難く、排泄部Ｍに密着し易い。そのため、
生理用ナプキン１と排泄部Ｍとの隙間に起因する漏れが生じ難い。しかも、吸収層１０に
おける前溝５３で包囲された領域及び後溝５４で包囲された領域は、その面形状の安定性
が高められており、装着中において、その隆起した形状が安定的に維持される。
【００５０】
　さらに、本発明の吸収性物品の第３実施形態及び第４実施形態の生理用ナプキンについ
て説明する。第３実施形態については、第１実施形態及び第２実施形態とは異なる点を中
心に説明し、同じ点については説明を省略する。従って、第３実施形態については、第１
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実施形態及び第２実施形態の説明が適宜適用される。また、第４実施形態については、第
３実施形態とは異なる点を中心に説明し、同じ点については説明を省略する。従って、第
４実施形態については、第３実施形態の説明が適宜適用される。
【００５１】
　第３実施形態の生理用ナプキン１は、図８に示すように、第１実施形態及び第２実施形
態に比して、後方に長くなされており、この後方に長くなされた領域に、長時間の使用や
夜の使用を考慮して、後溝５４とは別に最後溝５５を有している。前溝５３の左後端部５
３Ａと左溝５１の前端部５１Ａとの位置関係、及び前溝５３の右後端部５３Ｂと右溝５２
の前端部５２Ａとの位置関係は、第１実施形態と同様であり、後溝５４の左前端部５４Ａ
と左溝５１の後端部５１Ｂとの位置関係、及び後溝５４の右前端部５４Ｂと右溝５２の後
端部５２Ｂとの位置関係は、第２実施形態と同様であり、その他の構成については第１実
施形態と同様である。
【００５２】
　具体的には、第３実施形態の生理用ナプキン１においては、図８に示すように、前溝５
３の左後端部５３Ａ及び前溝５３の右後端部５３Ｂは、それぞれ左溝５１の前端部５１Ａ
及び右溝５２の前端部５２Ａに対し、後側に且つ幅方向外側に位置している。また、後溝
５４の左前端部５４Ａ及び後溝５４の右前端部５４Ｂは、それぞれ左溝５１の後端部５１
Ｂ及び右溝５２の後端部５２Ｂに対し、前側に且つ幅方向内側に位置している。従って、
第３実施形態の生理用ナプキン１は、第１実施形態及び第２実施形態の各々の特徴を有し
ている。
【００５３】
　第３実施形態の生理用ナプキン１においては、図８に示すように、後溝５４の後方に更
に最後溝５５を有しており、最後溝５５と後溝５４は同じ形状及び大きさとなっている。
このように形成されることにより、後方に延ばされた第３実施形態の生理用ナプキン１で
は、第１実施形態及び第２実施形態に施された同様の効果を有する溝５１～５４が配置さ
れているだけでなく、さらに後方に最後溝５５が形成されていることから、着用者の身体
によりフィットし易く、モレ防止効果を高めることができる。また、後溝５４と最後溝５
５との間に隙間があるため、個装時の折り線を形成しやすくすることができる。第３実施
形態のように、後溝５４の後方には生理用ナプキンの長さに応じて１又は複数の最後溝５
５を更に設けることができ、後溝５４の後方に形成する最後溝５５の長手方向長さを調整
することで、様々な大きさの生理用ナプキンに適用可能である。
【００５４】
　第４実施形態の生理用ナプキン１は、図９に示すように、後溝５４の両側部及び後部を
包囲する最後溝５５を有しており、着用者の身体によりフィットし易く、モレ防止効果を
高めることができるようになされている。その他の構成は、第３実施形態と同様である。
第４実施形態の生理用ナプキン１では、第３実施形態の生理用ナプキン１に比べ身体への
フィット性よりもモレ防止効果が優位となる。後溝５４の長手方向長さは、前溝５３の長
手方向長さに比べ、１．２～１．８倍長くなされており、生理用ナプキン１における後方
へ延ばされた部位のフィット性とモレ防止性を高めている。最後溝５５は、この後溝５４
の長手方向長さより１．２～２．５倍長い長手方向長さを有していることが好ましく、ま
た後溝５４の幅方向長さより１．１～２．０倍の幅を有していることが好ましい。
【００５５】
　本発明の吸収性物品は、前述した実施形態に制限されることなく、本発明の趣旨を逸脱
しない限り適宜変更が可能である。
　例えば、前溝５３は、前側に向って尖った形状を有していてもよく、後溝５４は、後側
に向いて尖って形状を有していてもよい。
　撥水性の内部シート７を用いる代わりに、吸収体４の両側縁それぞれから裏面シート３
及び表面シート２を幅方向外側に延出し接合してフラップ部を形成し、防漏効果を高める
こともできる。
　本発明の吸収性物品は、生理用ナプキンに制限されず、例えば、失禁パッドに適用する
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ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品の第１実施形態である生理用ナプキンを示す斜視図
である。
【図２】図２は、図１に示す生理用ナプキンの平面図で、（ａ）は全体図、（ｂ）は溝の
みを示す図である。
【図３】図３は、図２に示すIII－III線断面図である。
【図４】図４は、図１に示す生理用ナプキンが３つ折りされた状態を示す斜視図である。
【図５】図５は、図１に示す生理用ナプキンの装着状態を模式的に示す長手方向縦断面図
である。
【図６】図６は、第２実施形態の生理用ナプキンを示す平面図（図２対応図）である。
【図７】図７（ａ）は、従来の生理用ナプキンの装着状態を模式的に示す長手方向縦断面
図、図７（ｂ）は、図６に示す生理用ナプキンの装着状態を模式的に示す長手方向縦断面
図である。
【図８】図８は、第３実施形態の生理用ナプキンを示す平面図〔図２（ａ）対応図〕であ
る。
【図９】図９は、第４実施形態の生理用ナプキンを示す平面図〔図２（ａ）対応図〕であ
る。
【符号の説明】
【００５７】
１　生理用ナプキン（吸収性物品）
　１０　吸収層
　１１　防漏層
２　表面シート
３　裏面シート
４　吸収体
５１　左溝
　５１Ａ　前端部
　５１Ｂ　後端部
５２　右溝
　５２Ａ　前端部
　５２Ｂ　後端部
５３　前溝
　５３Ａ　左後端部
　５３Ｂ　右後端部
５４　後溝
　５４Ａ　左前端部
　５４Ｂ　右前端部
５５　最後溝
６　サイド溝
７　内部シート
８　タブテープ
Ａ　前方部
Ｂ　排泄部対向部
Ｃ　後方部
Ｓ１、Ｓ２　折り線
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